
令和８年３月 小倉南区 市民センター館長会議 

  日時：令和８年３月２６日(木)  １４：００～     

議   題 
 

１  コミュニティ支援係から 

（１）各区安全・安心指導員の令和８年度体制について ············································· 資料なし 

（２）市民センターの防災用フリーWi-Fi のサービス終了について ······································ P.1 

（３）市民センター貸出用モバイルルーターの運用について（見直し） ································· P.4 

（４）情報セキュリティの確保について ··············································································· P.10 

（５）市民センター保有物品・備品管理について（依頼） ···················································· P.12 

（６）令和８年度 市民センターの管理業務及び使用料徴収事務委託について ················ P.13 

（７）認可地縁団体の不動産登記について ······································································· P.14 

２  生涯学習係から 

（１）令和８年度市民センター館長研修の研修方針及び実施要領について ······················ P.15 

（２）令和８年度小倉南区市民センター館長・職員研修（案）について ······························· P.25 

（３）小倉南区子育てサポーターの会「みなみん」主催 “令和８年度あそびの広場” について  

 ···························································································································· P.27 

３  イベント係から 

（１）「まつりみなみ２０２６」の開催について ······································································· P.28 

４  戦略担当ラインから 

（１）小倉南区まちづくりステップアップ事業について ························································ P.29 

５  その他連絡事項 

（１）市民向け法律講座開催のご提案（司法書士会） ························································ P.31 

（２）市民センターの会議室の借用について（交通災害共済事業） ··································· P.36 

 
 
 
 

４月の研修会・館長会議 

 

令和８年４月２１日（火）１３：３０～ 小倉南生涯学習センター ３階 視聴覚室 



 
 
 



北九危危第６６４号 

令和８年３月１９日 
 

各まちづくり協議会会長 様 

各市民センター館長   様 
 

危機管理室危機管理課  

災害対策担当課長 渡邉 智之  

                                    

防災用フリーWi-Fi「Kitakyushu-City Free Wi-Fi」のサービス終了について 

 

 災害発生時に避難者が災害情報を取得できる環境を確保することを目的として、市民

センター及び市民サブセンターに、防災用フリーWi-Fi「Kitakyushu-City Free Wi-Fi」

を運用してきましたが、令和８年３月３１日をもってサービスの提供を終了します。 

今後、平時の市民センター利用者の Wi-Fi 環境については、市民センターに設置され

ているモバイルルーターをご活用ください。 

なお、Kitakyushu-City Free Wi-Fi について市民センター利用者から問い合わせが 

あった場合は、危機管理室の下記担当へご連絡いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 

１ サービス終了日 

  令和８年３月３１日（火） 
 
２ 終了理由 

  現在契約しているサービスの提供終了に伴うもの 
 
３ 代替措置について 

  防災用フリーWi-Fi の終了によって、災害時の情報取得手段が失われるものでは   

ありません。 

（１）災害避難時 

   市民センターに設置しているモバイルルーターや、個人の携帯回線を使用して、  

緊急速報メール、SNS、アプリ等の通知により、災害情報を入手できます。 

（２）大規模災害時 

通信事業者が、災害公共無線 LAN「00000JAPAN （ファイブゼロジャパン）」を無料 

開放します。 
 
４ その他 

（１）「市民センターの Wi-Fi 環境について」及び「ＱＡ集」【別紙のとおり】 

（２）現在設置している機器については、４月１日以降、配送業者により順次回収します。 

※ ４月１日に機器を取り外し、紙袋や段ボールなど伝票貼付が可能な物に入れて保管

してください。 

【担当】 

危機管理室危機管理課 担当：吉田・八谷  

内線：582-2110 

【回収機器について】 

機器サイズ：185mm(W)×185mm(D)×45mm(H) 

「DoSPOT」と表記されたロゴ入り 
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市民センターの Wi-Fi 環境について 

 

 

● 災害時の情報取得用として設置している「Kitakyushu-City 

Free Wi-Fi」は、令和８年３月３１日（火）をもってサービス終了

となります。 

 

 

● 令和８年４月１日（水）からは、下記のＩＤおよびパスワードで、

Wi-Fi サービスをご利用ください。 

 

 

 

 

 

フリーWi-Fi 接続 ID･PW 

 

この Wi-Fi ルーターは 

（一社）北九州ネットワークからの無償提供を受け、設置しています） 

 

ID:〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

PW:〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
 

 

     ※ルーター貸出中は使用できない場合があります 
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ＱＡ集 

 

Ｑ１ ・防災用フリーWi-Fi の終了理由は？ 

・Wi-Fi がなくなると災害情報が取れなくなるのではないか。 

Ａ１ 

契約しているサービスの提供終了に伴い終了します。 

スマートフォンの普及率の向上及び通信エリアの拡大等の使用環境の向上が進み、

携帯電話回線での災害情報が取得できる環境にあること、市民センターに設置されて

いるモバイルルーターが活用できること、さらに、大規模災害時においては、

「00000JAPAN（ファイブゼロジャパン）」の提供や移動基地局の派遣等の通信事業者に

よる通信確保・復旧措置が整備されていることから、本サービスの設置目的である 

「災害情報取得環境の確保」については、設置当初と比較して代替可能であると判断

しました。 

 

Ｑ２ スマホ回線が混雑したら使えないのではないか 

Ａ２ 

緊急地震速報をはじめとする「緊急速報メール」は、電話回線を使って優先的に  

送られてきます。この機能を使用し、災害時は市から緊急情報を発信します。 

防災情報について、web 検索等での取得が困難な場合は、モバイルルーターをご活用

いただくほか、テレビ等の媒体からも取得することができます。 

また、大規模災害時には通信事業者が公衆無線 LAN「00000JAPAN（ファイブゼロジャ

パン）」を無料開放する体制の整備が行われています。 

 

Ｑ３ スマートフォン回線では通信量が不足し、防災情報を十分に取得できないので

はないか。 

Ａ３ 

一般的なｗｅｂ検索では防災情報ページの閲覧に必要な通信量は、１回あたり数 

ＭＢ程度とされています。個人の使用 GB 数契約状況によりますが画像やテキスト中心

の情報取得であれば、大量の通信量を要するものではありません。 

（動画視聴など大量通信を伴う利用を除けば、通常の情報取得が直ちに困難になる

状況は想定していません。） 

 

Ｑ４ 慣れない環境での避難生活において、小さい子供が動画を見れなくなる。 

   Wi-Fi への同時接続台数も６０台から１５台に減り、不足するのではないか。 

Ａ４ 市民センターに設置しているモバイルルーターをご活用いただくとともに、 

接続台数が不足する場合は、災害時ですので、譲り合ってお使いください。 

※１ 平成３０年豪雨時：１施設あたりの避難者数 平均 10.6 人 

※２ ログデータ（令和５年７月）：１番多く使用した施設 2.3 アクセス/ｈ 
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事 務 連 絡  

令和８年３月１３日  

各まちづくり協議会会長 様  

各市民センター館長   様 

北九州市総務市民局地域・人づくり部  

市民センター担当課長  長門 充紘  

 

 

市民センター貸出用モバイルルーターの運用について（見直し） 

 

 

日頃から、市民センターの運営にご協力いただき厚くお礼申し上げます。 

危機管理室が、予定避難所等になっている市民センター（１３５館（藍島除く））に設置

している「Kitakyushu-City Free Wi-Fi」が、令和７年度末をもってサービス終了となるこ

とに伴い、現在貸出用に使用しているモバイルルーター（以下、機器という）について、以

下のとおり運用を見直します。ついては、利用者への周知にご協力いただきますよう、よろ

しくお願いいたします。 

記 

１ 令和８年度からのモバイルルーターの運用 

（１）開館時間中は、常時、充電コードに接続して機器の電源を入れ、来館者が自由に接続

できるようにする。機器の紛失防止のため、原則事務室内に設置する。 

（２）機器に接続するためのＩＤ、パスワードを、受付カウンターの上など、利用者が見や

すい場所に掲示する（ＩＤ・パスワード掲示の例：別添のとおり）。 

（３）利用者が会議室等での利用を希望し、貸出が可能な場合には、これまで同様、「市民

センターモバイルルーター借用書」を徴取し、貸出する。 

 

２ （参考）機器の仕様 別紙１のとおり 

 

３ その他 

（１）「市民センターモバイルルーター貸出規定」は今年度末で廃止し、別紙２「市民セン

ターモバイルルーター運用規定」に改めます（貸出ルールは変更しません）。 

（２）サブセンター（６館）については別途、Ｗｉｆｉルーターを購入し、今年度中に設置

完了する予定です。 

 

【問合せ先】 

総務市民局地域振興課 

担当 杉本、林  

電話 ５８２－２１１１ 
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市民センターモバイルルーター運用規程 

 

 市民センターに設置するモバイルルーターは、市民センターの利用者が自由に接続できることを

基本とし、利用者が貸し出しを希望する場合には、次のとおり貸し出しを行うことができる。 

 

第１ 貸出対象者 

   市民センターの使用を申請している個人・団体の代表者。 

第２ 貸出の範囲 

モバイルルーターの貸出は、市民センター内で使用する場合のみとする。（市民センターの敷地

外で使用したいとの申し出に対しては、貸出はできない。） 

第３ 貸出時間 

  市民センターの開館時間内とする。 

第４ モバイルルーター借用の予約 

モバイルルーターの貸し出しを受けようとする者（以下「申請者」という。）は、電話または窓口で

予約をする。 

市民センターは、他の予約の状況を踏まえ、申請者に貸出の可否を申請者に伝える。 

貸し出しが可能な場合は、「モバイルルーター予約及び貸出管理台帳」に必要事項を記載する。  

なお、予約の受付時に、モバイルルーターが、 

・同時接続は 15 台以下であること。 

・電波の状況や使用する場所（部屋）によっては、回線が不安定になる場合があること。 

 を申請者に説明し、あらかじめ理解を得ておく。 

第５ モバイルルーターの貸し出し 

申請者は、モバイルルーターの引渡しの際、「モバイルルーター予約及び貸出管理台帳」に必要

事項を記載するとともに、市民センターモバイルルーター借用書（様式１）を提出するものとする。 

第６ 事前に予約していない者からモバイルルーターの貸出の要望があった場合の対応 

  モバイルルーターの貸出の事前予約をしていない市民センター利用者から、貸出の要望があっ

た場合は、すでに予約をしている申請者の利用の支障がなければ、貸出をすることができる。 

 なお、貸出にあたっては、申請者は第５と同様に、「モバイルルーター予約及び貸出管理台帳」に

必要事項を記載するとともに、市民センターモバイルルーター借用書（様式１）を提出するものとす

る。 

第７ モバイルルーターの引渡し及び返却 

申請者は、指定された日時に、引渡し及び返却を行うものとする。また、その際に、モバイルル

ーターが正常な状態であることを申請者と館長又は市民センター職員で相互に確認するものと

する。 

第８ 損害賠償 

モバイルルーターを借用した者が、故意又は過失によりモバイルルーターを亡失し又は破損さ

せた場合は、市民センターモバイルルーター亡失等届出書（様式２）を館長に提出するとともに、
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当該モバイルルーターを原状に復し、又は市が認定した損害額を負担するものとする。 

なお、損害賠償の額及び賠償の方法については、区役所コミュニティ支援課及び地域振興課と

協議のうえ、決定するものとする。 

ただし、不可抗力その他相当の事情があると市が認めるときは、この限りでない。 

 

第９ 承認の取り消し及び返還 

  館長は、災害や館の行事など公益上特に必要があると認めるときは、利用者に対し、承認を取り

消し、又は貸し出したモバイルルーターの返還を求めることができるものとする。 

 

 

 付 則 

 この規程は、令和 8 年 4 月１日から施行する。 
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別紙１ 

 

市民センターのモバイルルーターについて 

 

 

１ モバイルルーターの仕様 

（１）型番    FS040W（富士ソフト社製) 

（２）接続時間  無制限 

（３）データ容量 無制限 

（４）接続範囲  １０ｍ程度 

（５）同時接続  １５台 

 

 

２ 設置箇所・台数 

（１）市民センター本館（１３０館）    １台設置（Ｒ４年度～） 

（２）サブセンター（５館）※伊川を除く  今年度中に１台設置の予定 

 

 

３ ＩＤ・パスワード掲示の例 

  本館（１３０館）のモバイルルーターは、（一社）北九州ネットワークスか

らの無償提供を受け、設置しているものです。本館でＩＤ・パスワードを掲示

する際は、同社から無償提供を受けている旨も記載してください。 

 

（１）本館（１３０館）の場合 別紙 3_1 のとおり 

（２）サブセンターの場合   別紙 3_2 のとおり 

 

 ※下記の操作方法を参考に、各ルーター固有のＩＤ・パスワードを確認のうえ、

掲示物を作成してください。 

 

画面下のボタンを１回押

すと画面に「SSID」「パス

ワード」が表示されます 
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市民センターの Wi-Fi 環境について 
 

 

 

●  災害時の情報取得用として設置している「Kitakyushu-City 

Free Wi-Fi」は、令和８年３月３１日（火）をもってサービス終了

となります。 
  

 

●  令和８年４月１日（水）からは、下記のＩＤおよびパスワード

で、Wi-Fi サービスをご利用ください。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーＷｉｆｉ接続ＩＤ・ＰＷ 

 

この Wi-Fi ルーターは 

（一社）北九州ネットワークスからの無償提供を受け、設置しています。 

 

ＩＤ：〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

ＰＷ：〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

※ルーター貸出中は使用できない場合があります 
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市民センターの Wi-Fi 環境について 
 

 

 

●  災害時の情報取得用として設置している「Kitakyushu-City 

Free Wi-Fi」は、令和８年３月３１日（火）をもってサービス終了

となります。 
  

 

●  令和８年４月１日（水）からは、下記のＩＤおよびパスワード

で、Wi-Fi サービスをご利用ください。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フリーＷｉｆｉ接続ＩＤ・ＰＷ 

 

 

ＩＤ：〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

ＰＷ：〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

 

※ルーター貸出中は使用できない場合があります 
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R8.3.〇 小倉南・コミュ課 

情報セキュリティの確保について 

（小倉南区市民センターにおける取り扱い） 

 

【基本的な取り扱い】

  市民センターでは USB メモリは利用しない

    (理由）   盗難・紛失に伴う個人情報流出の未然防止

    （対応策） ・メールでのデータ受け渡し（別添①②）

            ・NAS の活用（別添③ R7 年度内 各市民センターへ導入）

【やむを得ない場合】  

   市民 C やまち協、自治会、外部講師など、それぞれが所有するパソコンと

USB メモリーなど（別添④⑤）を接続し、データを受け渡す 

（例） 外部講師が研修資料を当日持ち込む場合 

地域行事で撮影したデジカメ写真データを取り込む場合 など 

   ※ 利用にあたっては、責任者（館長）のもと、下記（１）～（３）に基づく判断、利

用者への指導・監督を徹底すること 

（１） 利用の必要性を再度確認 

      ・安易に利用しない

（２） セキュリティの確保 

   ・利用が必要な場合は、データの受け渡しを速やかかつ慎重に

       ・データの暗号化、パスワード保護、ウイルスチェックなどの機能付きの

ものを使用

    （３） 盗難・紛失の未然防止  

      ・USB など小型で持ち運びのしやすいものは、特に注意

       ・持ち出さない。保管場所を決める・施錠する、管理台帳を整備する 

       ・保管時はデータを残さず、空の状態にする

 【その他】 

   ・データの受け渡しには、別添のとおり何らかのリスクがあります。

   ・個人情報とは、人の名前や住所、連絡先、生年月日などだけではなく、 

個人を識別できる顔写真や写り込みも該当します。

  ・市民センターに限らず、まちづくり協議会など関係団体も含め、 

情報の取り扱いには十分気を付けるよう、注意喚起をお願いします。   
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令和８年３月１３日  

 

 

各校（地）区まちづくり協議会会長 様 

 

 

令和８年度市民センター管理運営業務に関するお知らせ 

 

日頃より北九州市政にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。 

 

さて、貴協議会におかれましては、平素より北九州市市民センターの管理運営

業務にご尽力いただき、心より感謝申し上げます。 

 

この度、令和８年度の市民センター管理運営業務における職員の雇用につい

て、下記のとおりお知らせいたします。 

貴協議会において、令和８年度の職員の雇用契約の検討にご活用いただき、ご

配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１ 令和８年度の基準時間単価  １，２０３円 

 

２ 基準時間単価の性格 

この時間単価は、市が管理運営業務の委託料を算定する際に用いる基準の一

つとしており、市の会計年度任用職員の賃金に準拠して設定しております。 

 

 

【問合せ先 】 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

担当 兵頭・日髙 

電話 ９５１－０２０１ 
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令和8年３月 

不動産をお持ちの自治会・町内会の皆様へ 

                            

自治会の土地・集会所など（不動産）の「名義（登記）」は大丈夫ですか 

〜相続登記の義務化と、自治会不動産の取り扱い〜 

 

 

■ 相続登記が義務化されています 

令和６年 4 月から、相続により不動産を取得した場合、 

原則 3 年以内に相続登記の申請を行うことが義務となりました。 

正当な理由なく放置した場合、10 万円以下の過料が科される場合があります。 

 

■ 自治会で確認していただきたいこと 

  自治会の集会所や土地の登記名義が次のようになっていないか確認してください。 

 

 

このような場合、名義人が亡くなっていると、その相続人に相続登記の義務 

（3 年以内）が発生します。 

 

■ 自治会名義にする方法 

自治会の土地や集会所を「個人名義」ではなく「自治会名義」にしたい場合 

 認可地縁団体の申請を行い、法人化することで、自治会名義で登記することが可能で 

す。 

 

■ 相続人が分からない場合でも対応できる制度 

名義が個人で相続人が分からない場合でも、認可地縁団体として法人化した上で、 

「認可地縁団体の不動産に係る登記の特例」を利用し、自治会名義に変更できる 

場合があります。 

 

■ まずは登記名義の確認をお願いします 

自治会の土地や集会所について、現在の登記名義がどうなっているか一度ご確認く

ださい。 

 

【お問い合わせ・相談先】 

小倉南区コミュニティ支援課（℡：951―0201） 

総務市民局 地域振興課 （℡：５８２－２１１１） 

 

 

※過去の相続で未登記のものも対象です。 

※原則として令和８年度末までに対応が必要です。 

 

□ 元会長など個人名義のままになっている 

□ 複数の個人の共有名義になっている 

□ 名義人がすでに亡くなっている 

 

※制度の利用には一定の要件があります。 
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令和 8年度 市民センター館長研修方針（案） 

 

１．対象者  

 市民センター館長 130 名 

 

２．目 的  

平成 31 年 3 月に策定した「市民センター館長人材育成方針」を踏まえ、公務員として必要な

知識・心構え、市民センターの役割、地域コミュニティ活動や生涯学習活動の推進など、館長

として必要な知識・スキルの習得、資質・能力の向上を図る。 

また、各区における研修では、全体研修のフォローアップや各区の実情や必要性に応じた内

容を、各区コミュニティ支援課や地域・人づくりアドバイザーにより実施する。 

 

３．研修種別  

 研修は、（１）階層別研修、（２）全体研修、（３）選択研修、（４）事業別研修、（５）区研修、

を実施する。 

（１）階層別研修  

階層別研修は、①新任館長研修＜事前研修・事業研修・実地研修・事後研修＞、②採用 2年

次館長研修、③採用 5 年次館長研修を実施する。 

①新任館長研修 ＜全 4回＞ 

＜事前研修＞ 

地域づくりの拠点となる市民センターの役割を踏まえ、市民センター館長としての心

構えや館の運営に関する基本的な知識の習得を目指す。 

＜事業研修＞ 

市民センターで実施される主要な事業や市民センター事業を通した人づくり・地域づ

くりの仕組みへの理解を目指す。 

＜実地研修＞ 

市民センターの施設管理のための基本的な知識や点検方法についての理解を目指す。 

＜事後研修＞ 

文化祭等の大きな事業を経験した段階で、これまでの取り組みを振り返り課題等の共

有、今後の取り組みへ向けた情報交換を行う。 

②採用 2 年次館長研修＜全 1 回＞ 

これまでの 1 年間の取り組みを振り返り、うまくいった点や反省点、今後の改善点につ

いて、個人で整理するとともに、グループディスカッションを通じて、知識・経験・目

標を共有することで、今後の様々な活動・事業の推進につなげる。 

③採用 5 年次館長研修＜全 1 回＞ 

最後の任用期間を迎えるにあたり、これまでの取り組みとその成果を振り返る。その上

で、今後の取り組み、市民センターや地域に何を残すことができるのか整理することで、

残りの任期での取り組みについて考える。 
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（２）全体研修 ＜全 5回＞ 

全体研修では、全館長を対象に、「市民センター館長人材育成方針」に基づき、市民センタ

ー館長に必要となる知識・スキルの習得を目指して実施する。 

（３）選択研修（区選抜制）  

毎年テーマを設定し研修を実施する。2 回連続講座として、座学・ワークを組み合わせて、

市民センター館長の企画力、実践力等の育成を図る。人数を限定し、受講する市民センター

館長は各区で選抜する。 

（４）事業別研修  

以下の事業実施の場を事業別研修と位置付けることで、各館の取り組みの情報交換や事業

実施に関する気づき・学びの場として活用する。 

①子育てサポーターのびのび交流会 

②市民センター職員等研修会 

③人権文化のまちづくり講演会 

④その他、関係課が実施する研修 

（５）区研修  

階層別研修や全体研修の実施内容を踏まえて、各区の実情や必要性に合わせて、各区コミ

ュニティ支援課のコミュニティライン、生涯学習ライン、地域・人づくりアドバイザー、地

域・人づくり担当補佐が協働して実施する。 

 

４．館長情報交換会  

館長情報交換会の時間は、研修の振り返りの時間と館長同士の情報交換の時間として、全体研

修後に実施する。 
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【別紙１】 

令和8年度市民センター新任館長研修実施要領 
 

１．目 的 

地域づくりの拠点となる市民センターの役割を踏まえ、市民センター館長としての心構えや館の運

営に関する基本的な知識の習得を目指す。加えて、市民センターで実施される主要な事業や市民セン

ター事業を通した人づくり・地域づくりの仕組みへの理解、館長同士のネットワークの構築を目指す。 

また、新任館長が市民センターに着任後、スムーズに業務に取り組むことができるよう、館長とし

ての心構えやセンター運営の基本事項について事前研修を実施する。また、研修内容は動画配信する

ことで、必要な場合に繰り返し見返すことができるようにする。 

 

２．対 象 

令和8年度採用 市民センター新任館長 18名 ※令和7年度時点で館長のものは8名 

 

３．実施方法 

○全4回、原則集合形式で行う。 

○第1回：事前研修（令和8年 3月） 

講義等を通じて、市民センター館長としての心構えやセンターの運営に関する基本的な事項を学ぶ。 

※任用前の事前研修であるため、あくまで希望制の研修として実施。（継続任用される館長が参加す

る場合も公務とはしない。） 

※研修欠席者には、研修資料を配布予定。  

※継続任用の館長は希望する場合は受講可。 

○第2回：事業研修（令和8年 4月） 

市民センターで実施される主要な事業を中心に学ぶ。 

※継続任用の館長は資料配布のみ。ただし希望者は受講可とする。 

○第3回：実地研修（5月頃を予定） 

実際に市民センターを訪れ、施設の保守管理のポイントや具体的な点検方法等について学ぶ。 

○第4回：事後研修（12月頃を予定） 

市民センターに配属後、約半年間での取り組みを通して、その振り返りや課題整理を行う。出され

た課題への対応策を検討するとともに、今期の後半に取り組むことを学ぶ。 

 

４．日 時 

第1回 令和8年 3月 14日（土） 9:15～12:20 

第 2回 令和8年 4月 15日（水) ※内容は調整中 

第 3回 調整中（5月頃を予定） 

第 4回 調整中（12頃を予定） 
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【別紙１】 

５．会 場 

第1回 浅生市民センター 会議室（戸畑区浅生2丁目13-7） 

第 2回 生涯学習総合センター 2階 第 2・3研修室（小倉北区大門1丁目6-43） 

第 3回 調整中（市民センターで実施） 

第 4回 生涯学習総合センター 未定 （小倉北区大門1丁目6-43） 

 

６．主 催 

総務市民局生涯学習課 

 

７．研修内容 

 ＜事前研修＞ 令和8年 3月 14日（土） 9:15～12:20 

時間 内容 講 師 

9:15～9:20 開講式及びオリエンテーション 生涯学習課 

9:20～9:35 講話 地域・人づくり部長 

9:35～10:15 市民センターの役割等 地域振興課 

10:15～10:45 市民センターの生涯学習事業とその意義 生涯学習課 

10:45～10:55 休憩  

10:55～11:25 
まちづくり協議会と市民センターとの連携につ

いて 
まちづくり協議会 会長 

11:25～12:05 館長としての心構え 市民センター館長（2年次館長） 

12:05～12:15 センター見学  

12:15～12:20 閉講式 生涯学習課 

 ※継続任用の館長は希望する場合は受講可。 

 ※継続任用の館長で受講を希望する方は、「まちづくり協議会と市民センターとの連携について」まで

の受講になります。 
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【別紙１】 

＜事業研修＞ 令和8年 4月 15日（水） 

 ※研修内容については現在調整中のため、参考として、令和7年度の研修内容を記載しております。 

時間 内容 講 師 

10:00～10:05 オリエンテーション 生涯学習課 

10:05～12:05 市民センターの運営について 総務市民局地域振興課 

12:05～13:10 休 憩  

13:10～13:30 北九州市基本構想・基本計画 政策局政策課 

13:35～13:55 住民自治基本条例について 総務局総務課 

14:00～15:00 
本市の保健福祉政策と市民センターにおける取

組 

保健福祉局地域福祉推進課、 

健康推進課 

15:00～15:10 休 憩  

15:10～15:30 市民センターにおける人権学習について 
教育委員会企画調整課  

人権教育・事業調整担当 

15:35～16:05 防災拠点としての市民センターの役割 危機管理室防災企画担当 

16:10～16:40 
循環型社会の構築を目指す市民センターでの取

組 
環境局循環社会推進課 

16:40～16:50 連絡事項等 生涯学習課 

※継続任用の館長は資料配布のみ。ただし希望者は受講可とする。 

 

＜実地研修＞＜事後研修＞ 実施日・研修内容等は調整中 
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令和8年度市民センター 採用2年次・5年次館長研修実施要領 

 

１．目 的  

＜採用2年次＞ 

新規採用から各事業・講座等を通して、取り組んだ地域づくり・人づくりを振り返り、課題整理を行う。

出てきた課題への対応策を検討するとともに、今期の後半に取り組むことや来年度に向けて実施する各事

業・講座等の充実に活かし、地域のコミュニティ活動や生涯学習活動の推進につなげる。 

＜採用5年次＞ 

最後の任用期間を迎えるにあたり、今まで目指してきた地域・人づくり事業の成果等を振り返るとともに、

今後の継続的な地域づくりに向け、残りの期間での取組について考え、学び合う。また、館長での経験を

地域活動に活かす取り組みについて考える。 

 

２．対 象  

市民センター2年次館長、5年次館長 

 

３．日 時  

令和8年6月18日（木） 13:30～17:00 

４．会 場  

生涯学習総合センター 3階ホール 

 

５．主 催  

総務市民局生涯学習課 

 

６．スケジュール 

時間 内容 講師 

13:30～

14:45 

【年次別研修】 

＜2年次研修・1年間の振り返り＞ 

新規採用から取り組んだ各事業・講座の良かった点、悪かっ

た点、今後取り組むべき点などについて振り返る。 

また、地域課題の把握方法、把握した課題の解決に向けた取

組について考え、学び合う。 

＜5年次研修・4年間の振り返り＞ 

今まで目指してきた地域・人づくり事業の成果等を振り返

るとともに、来年度以降も継続的な地域づくりに向けた、地

域の人材育成について考え、学び合う。 

また、館長での経験を地域活動にどう活かすかを考える。 

ファシリテーター 

地域・人づくりアドバイザー 

14:45～

14:55 
休憩  

14:55～

17:00 

【2年次・5年次合同研修】 

年次の異なる館長が、センター運営に関する悩みや問題を

共有し、またアドバイスし合うことを通じて、今後のセンタ

ーの運営への気づき・学びに繋げる。 

ファシリテーター 

地域・人づくりアドバイザー 
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令和 8年度市民センター館長研修（全体研修）実施要領 

 

１．目 的  

生涯学習など市民センターで実施される事業や施設の運営・管理、地域づくり・人づくりの

取り組み、また地域で抱える課題等、その時々で市民センターの運営に必要となる知識・スキ

ルをテーマに研修を実施する。研修では、講義や事例紹介による学びに加えて、ワークや意見

交換を通じた館長同士が学び合う場とする。 

また、研修に合わせて、市民センターの運営や事業に関して、館長同士が気軽に意見交換で

きる意見交換会を実施する。 

 

２．対 象  

市民センター館長 

 

３．実施方法  

会場における集合及びオンライン参加によるハイブリット方式 

※研修内容により集合研修またはオンラインのみの場合あり 

 

４．会 場  

 生涯学習総合センター 3 階 大ホール 

 

５．実施内容・スケジュール 

 全 5回、時間帯は 13:30～17:00（館長意見交換会を含む） 

 ※詳細は別紙のとおり 

 

６．主 催  

総務市民局生涯学習課 
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＜実施内容・スケジュール＞ 

日 時 研修内容 

4 月 24 日（金） 

10:30～12:15 

【 生涯学習推進コーディネーターについて学ぶ 】 

令和 8年度生涯学習推進コーディネーター研修会を同時受講 

生涯学習推進コーディネーターの活用事例を学ぶ 

5 月 27 日（水） 

13：30～17:00 

13:30～16:00 

【 地域コミュニティビジョン・生涯学習ビジョン等 】 

地域づくり・人づくりの指針となる、新たに策定された「地域コミ

ュニティビジョン」「生涯学習ビジョン（生涯学習推進計画）」につ

いて学ぶ 

16:00～17:00【 館長情報交換会 】 

7 月 16 日（木） 

13:30～17:00 

13:30～16:00【 社会教育・生涯学習について学ぶ 】 

市民センターでの生涯学習活動を実践するうえでの基本となる社

会教育・生涯学習の考え方・実践方法を学ぶ 

16:00～17:00【 館長情報交換会 】 

8 月 26 日（水） 

13:30～17:00 

13:30～16:00【ボランティアコーディネーションについて学ぶ 】 

地域活動や市民センター活動を支えるボランティアの活動の活性

化に向けて、ボランティアへの理解を深めるとともに、その活動を

支援するボランティアコーディネーションについて学ぶ 

16:00～17:00【 館長情報交換会 】 

11 月 25 日（水） 

13:30～17:00 

13:30～16:00【 他地域の実践から学ぶ 】 

他地域の公民館等での実践から学び、今後の市民センター事業へと

つなげる 

16:00～17:00【館長情報交換会】 
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令和8年度市民センター館長選択研修実施要領 

 

１．目 的  

市民センターの運営状況や社会情勢等をもとに毎年テーマを設定し実施する。講座は、座学・ワーク等を

組み合わせた2回連続講座とし、市民センター館長の実践力等の育成を図る。 

 

２．対 象  

市民センター館長 

※受講者は20人程度 

※各区に人数を割り振り、受講者は区より推薦。 

 

３．日 時  

①令和8年9月2日（水）  14:00～17:00 

②令和8年9月16日（水） 14:00～17:00 

 

４．会 場  

生涯学習総合センター 3階ホール 

 

５．テーマ  

「講座の企画・運営」 

市民センターにおける生涯学習市民講座の位置づけ・意義について学び、その企画・運営方法について、

座学とワークで学ぶ 

 

６．主 催  

総務市民局生涯学習課 
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実施日 講師・他

4/1（水） 〇 小倉南区新任館長研修 小倉南区役所コミュニティ支援課

14:00～16:00 コミュニティ支援係・生涯学習係

4/17(金） 〇 小倉南区新任館長研修 小倉南区役所コミュニティ支援課

13:30～17:00 市民センターで実施する事業について 地域・人づくりアドバイザー

4/21(火） 〇 市民センターの管理運営について 小倉南区役所コミュニティ支援課

13:30～15：30 館長の服務について コミュニティ支援係

5/20（水） ○ ドコモgaccoﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ部

13:30～15：30 部長　横山　竜也

6/19（金） 〇 分科会 市民センター館長

13:30～15：30

7/17（金） ○ ドコモgaccoﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ部

13:30～15：30 部長　横山　竜也

8/20（木） 〇 分科会 市民センター館長

13:30～15：30

9/18（金） ○ ドコモgaccoﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ＆ｿﾘｭｰｼｮﾝ部

13:30～15：30 部長　横山　竜也

10/20（火） 〇 分科会 市民センター館長

13:30～15：30

11/20（金） 〇 分科会 市民センター館長

13:30～15：30

12/18（金） 〇 人権研修 小倉南区役所

13:30～15：30 地域・人づくりアドバイザー

1/20（水） 〇 分科会 市民センター館長

13:30～15：30

2/19（金） 〇 小倉南区役所

13:30～15：30 地域・人づくりアドバイザー

3/19（金） ○ 市民センター館長

13:30～15：30 地域・人づくりアドバイザー

12

13
今年度の生涯学習事業の
振り返りと次年度にむけて

14
5年間を振り返って
　　　　退任館長より

※　スキルアップ研修
　　　　空き家コミュニケーター養成（選択制・選抜制）
　　　　社会経済情勢から考える地域社会の未来(仮題）
※　情報交換会
　　　　ＡＢブロックＣＤブロックに分かれて情報交換・自主研修を行い、館長会議で報告

7

8 企画ワークショップ

9

10

11

3

4 企画ワークショップ

5

6 企画ワークショップ

　　　　　　　　　　令和8年度　小倉南区館長研修・分科会　計画表 

対　　象：小倉南区市民センター館長・小倉南生涯学習センター北方分館館長

開催場所：館長研修・・・小倉南生涯学習センター３F視聴覚室・小倉南区役所
　　　　　分 科 会・・・視聴覚室・第一会議室

内容

1

2
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〇全体研修

実施日・会場 研修内容 講師・他 主催

５月１３日（水） 〇新任職員研修 小倉南区役所 小倉南区

1４:00～1６:０0 ・市民センターの役割 コミュニティ支援課

小倉南生涯学習センター ・市民センターの事業について 地域・人づくりアドバイザー

2F特別会議室 ・来館者への対応について

５月２８日（水） ○市民センターに関する事務について 小倉南区役所 小倉南区

10:00～15:30 10:00～12:00 コミュニティ支援課

小倉南生涯学習センター ・収入統計などの事務手続きについて 　　　　　　担当職員

2F特別会議室 （コミュニティ支援係）

13:30～15:30

・生涯学習事業に係る事務手続きについて

　　　　　（生涯学習係）

６月～７月 〇講座の企画について 小倉南区役所

1３:３0～1６:０0 　ＡＢブロック 地域・人づくりアドバイザー

※日程会場は後日調整 　CDブロック

７月～10月 ○各ブロックでテーマを決めて学習・ 各ブロック 小倉南区

Ａ　 　情報交換をする 担当センター（会場）

Ｂ　 Ａ：田原　Ｂ：湯川

Ｃ Ｃ：徳力　Ｄ：両谷

Ｄ

７月～10月 ○広報について 小倉南区役所 小倉南区

　ＡＢブロック 地域・人づくりアドバイザー

※日程会場は後日調整 　CDブロック

２月未定 〇市民センター職員等研修会

（全市）

ウェル戸畑

3月３日(水) 〇実績報告書の書き方について　他 小倉南区役所 小倉南区

1４:00～1６:０0 〇今年度の講座の振り返り コミュニティ支援課

小倉南生涯学習センター 地域・人づくりアドバイザー

3F視聴覚室

6

市民文化ス
ポーツ局

7

令和8年度　小倉南区市民センター・北方分館職員研修会

1

2

4

３

5
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令和８年３月２６日 

市民センター館長 様 

小倉南区役所コミュニティ支援課 

地域交流担当課長 秋吉 悟   

 

令和８年度 

小倉南区子育てサポーターの会「みなみん」主催 “あそびの広場”について（依頼） 

 

 日頃より子育てネットワークの充実事業の実施にあたりましては、多大なご理解ご

協力いただきありがとうございます。 

 さて、小倉南区の市民センターで子育て支援の活動をしている子育てサポーターの

会「みなみん」主催で、子育て中の保護者や未就学児を対象に下記の通り、“あそび

の広場”を開催するはこびとなりました。 

 つきましては、“あそびの広場”の周知のために、館報への掲載をお願いいたしま

す。また、市民センターにお届けしておりますチラシにつきましては、フリースペース・

乳幼児なんでも相談の時に配布いただきますようお願いいたします。 

 

記 

日時 令和８年６月１３日（土)  10：００～1３：００ 

場所 小倉南生涯学習センター  ３階 各部屋 

内容 ・みなみん発足１５周年記念コンサート 

      うたのお姉さんまいまいちゃんコンサート 

・手形足形アート     

・バルーンアート 

・手作りおもちゃ 

・市民センターでの子育て支援活動のパネル展示 

対象 未就学児親子 

 

※ 原稿は後日センターにデータをお届けします。 

※ 小倉南区子育てサポーターの会「みなみん」について 

平成 24 年に小倉南区の市民センターで子育て支援の活動をしている子育てサ

ポーターが「みなみん」という名称で立ち上げた組織です。会員相互の連携を図り、

相互の学習や研修を積み重ねながら資質の向上を図っています。 
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まつりみなみ２０26 の開催について 

 

 見直し内容 

① 予備日を廃止する。 

② 校区の参加は任意とし、複数校区にて合同による参加も可能とする。 

 

 

１ 開 催 日   

令和 8 年 ８月２９日（土）  

 

  ＜参考＞ 

    ・子どもまつり 10 月 3 日（土）(予定) 

    ・わっしょい   9 月２1 日（月・祝）～9 月２２日（火・祝） 

  

２ 会  場 

志井公園（小倉南区志井） 

 

 

３ 開催時間 

  １８時～２１時 （花火２０時）  

 

 

４ 実施内容 

「みなみ区おまつり村」「総踊り」「打上花火」等 
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令和 8 年 3 月 13 日 

各区コミュニティ支援課長 様  

安 全 ・ 安 心 推 進課 

都市整備担当課長  

 

市民センター会議室の使用について（お願い）  

 

 交通災害共済事業を運営している北九州市民共済生活協同組合（理事長：北

九州市長、副理事長：副市長）（以下、組合）が解散予定であり、今後、組合員

へ出資金の返還を行う必要があるため、下記のとおり市民センター会議室を使

用させていただきますようお願いいたします。  

 使用は令和９年以降となり、大変恐縮ですが、当該希望日時において、会議

室の予定を確保していただけますと幸いです。  

 

記 

 

１ 使用目的  

・組合解散に伴う組合員への出資金の返還 

２ 会議室を使用希望の市民センター及び日時  

・別紙１  

   ※「希望日時が使用不可の場合」や、内容等のご質問は、下記【使用日

時、内容に関する連絡先】にご連絡をお願いいたします。  

３ 利用したい会議室 

  ・５～１０名程度が利用可能な会議室 

４ 利用者  

・組合職員 2 名（返還申請者は随時来館） 

 
【使用日時、内容に関する連絡先】  

組合（交通共済）事務局：担当 池田 ６６３－１１１３ 

【市の担当】         

総務市民局安全・安心推進課：担当 守田、原田 ５８２－２８６６  
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区　名 名　　称 月　　日 時間 月　　日 時間 区　名 名　　称 月　　日 時間 月　　日 時間

伊川市民サブセンター 2月1日 Ａ 4月5日 Ｂ 赤崎市民センター 4月12日 Ａ 2月12日 Ｂ

老松市民センター 2月2日 Ａ 4月6日 Ｂ 島郷市民センター 4月13日 Ａ 2月15日 Ｂ

古城市民サブセンター 2月3日 Ａ 4月7日 Ｂ 修多羅市民センター 4月14日 Ａ 2月16日 Ｂ

小森江西市民センター 2月4日 Ａ 4月8日 Ｂ 高須市民センター 4月15日 Ａ 2月17日 Ｂ

白野江市民センター 2月5日 Ａ 4月9日 Ｂ 深町市民センター 4月16日 Ａ 2月18日 Ｂ

大里東市民センター 2月8日 Ａ 4月12日 Ｂ 二島市民センター 4月19日 Ａ 2月19日 Ｂ

大里南市民センター 2月9日 Ａ 4月13日 Ｂ 古前市民センター 4月20日 Ａ 2月22日 Ｂ

田野浦市民センター 2月10日 Ａ 4月14日 Ｂ 若松中央市民センター 4月21日 Ａ 2月24日 Ｂ

東郷市民センター 2月12日 Ａ 4月15日 Ｂ 枝光北市民センター 4月22日 Ａ 2月25日 Ｂ

錦町市民センター 2月15日 Ａ 4月16日 Ｂ 大蔵市民センター 4月23日 Ａ 2月26日 Ｂ

西門司市民センター 2月16日 Ａ 4月19日 Ｂ 尾倉市民センター 4月26日 Ａ 3月1日 Ｂ

萩ヶ丘市民センター 2月17日 Ａ 4月20日 Ｂ 槻田市民センター 4月27日 Ａ 3月2日 Ｂ

松ケ枝北市民センター 2月18日 Ａ 4月21日 Ｂ 前田市民センター 4月28日 Ａ 3月3日 Ｂ

松ケ江南市民センター 2月19日 Ａ 4月22日 Ｂ 穴生市民センター 4月30日 Ａ 3月4日 Ｂ

足立市民センター 2月22日 Ａ 4月23日 Ｂ 折尾東市民センター 5月10日 Ａ 3月5日 Ｂ

井堀市民センター 2月24日 Ａ 4月26日 Ｂ 香月市民センター 5月11日 Ａ 3月8日 Ｂ

今町市民センター 2月25日 Ａ 4月27日 Ｂ 上津役市民センター 5月12日 Ａ 3月9日 Ｂ

北小倉市民センター 2月26日 Ａ 4月28日 Ｂ 陣山市民センター 5月13日 Ａ 3月10日 Ｂ

貴船市民センター 3月1日 Ａ 4月30日 Ｂ 千代市民センター 5月14日 Ａ 3月11日 Ｂ

清水市民センター 3月2日 Ａ 5月10日 Ｂ 筒井市民センター 5月17日 Ａ 3月12日 Ｂ

霧丘市民センター 3月3日 Ａ 5月11日 Ｂ 中尾市民センター 5月18日 Ａ 3月15日 Ｂ

富野市民センター 3月4日 Ａ 5月12日 Ｂ 鳴水市民センター 5月19日 Ａ 3月16日 Ｂ

三郎丸市民センター 3月5日 Ａ 5月13日 Ｂ 則松市民センター 5月20日 Ａ 3月17日 Ｂ

南小倉市民センター 3月8日 Ａ 5月14日 Ｂ 引野市民センター 5月21日 Ａ 3月18日 Ｂ

長行市民センター 3月10日 Ａ 5月18日 Ｂ 星ヶ丘市民センター 5月24日 Ａ 3月19日 Ｂ

企救丘市民センター 3月11日 Ａ 5月19日 Ｂ 本城市民センター 5月25日 Ａ 3月23日 Ｂ

朽網市民センター 3月12日 Ａ 5月20日 Ｂ 光貞台市民センター 5月26日 Ａ 3月24日 Ｂ

葛原市民センター 3月15日 Ａ 5月21日 Ｂ 八児市民センター 5月27日 Ａ 3月25日 Ｂ

広徳市民センター 3月16日 Ａ 5月24日 Ｂ 八枝市民センター 5月28日 Ａ 3月26日 Ｂ

志井市民センター 3月17日 Ａ 5月25日 Ｂ 一枝市民センター 5月31日 Ａ 3月29日 Ｂ

城野市民センター 3月18日 Ａ 5月26日 Ｂ 大谷市民センター 6月1日 Ａ 3月30日 Ｂ

曽根市民センター 3月19日 Ａ 5月27日 Ｂ 鞘ヶ谷市民センター 6月2日 Ａ 3月31日 Ｂ

曽根東市民センター 3月23日 Ａ 5月28日 Ｂ 中原市民センター 6月3日 Ａ 4月1日 Ｂ

高蔵市民センター 3月24日 Ａ 5月31日 Ｂ 牧山東市民センター 6月4日 Ａ 4月2日 Ｂ

田原市民センター 3月25日 Ａ 6月1日 Ｂ

徳力市民センター 3月26日 Ａ 6月2日 Ｂ

長尾市民センター 3月29日 Ａ 6月3日 Ｂ

貫市民センター 3月30日 Ａ 6月4日 Ｂ

沼市民センター 3月31日 Ａ 2月1日 Ｂ

東朽網市民センター 4月1日 Ａ 2月2日 Ｂ

東谷市民センター 4月2日 Ａ 2月3日 Ｂ

守恒市民センター 4月5日 Ａ 2月4日 Ｂ

湯川市民センター 4月6日 Ａ 2月5日 Ｂ

横代市民センター 4月7日 Ａ 2月8日 Ｂ

吉田市民センター 4月8日 Ａ 2月9日 Ｂ

　※全て令和９年　(全期間：令和9年2月1日～令和9年6月4日）

　※時間帯　Ａ 10:00～12:00　Ｂ 14:00～16:00

市民センター会議室　使用希望リスト

　

　

戸 畑 区

門 司 区

八幡西区

八幡東区

若 松 区

小倉北区

小倉南区

別紙１
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